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1．採用試験について 

日  時：令和 6 年 9 月（詳細な日程は、決まり次第、本会ホームページに掲載いたします） 

職  種：事務職（平成 6 年 4月 2 日から平成 15 年 4月 1 日までに生まれた者） 

採用人数：若干名 

 

● 2．国保連合会とは 

 国民健康保険法に基づき、山梨県の保険者（山梨県・27 市町村・医師国民健康保険組合）が共同し

て目的を達成するため、山梨県知事の認可を受け設立された公法人です。 

 また、「医療・保健・介護・福祉の総合専門機関」として、山梨県の社会保障の一翼を担っています。 

 

● 3．事業内容 

  国保診療報酬・後期高齢者医療診療報酬・介護給付費等の審査及び支払業務が主な事業です。病院等

から提出される診療報酬明細書（レセプト）が適正であるか否かを審査し、保険者等に診療報酬を請求

し、病院等にその支払いを行っています。 

  加えて、市町村等が行う健康づくりの推進に関する事業（データ分析事業・市町村等が実施する保健

事業）の支援業務や医療DX の推進業務など、幅広い業務を行っています。 

 

● 4．国保連合会の主な事業 

 ● 診療報酬等の審査支払事業        ● 保健事業 

● 介護保険審査支払事業                ● 特定健康診査等に関する事業 

● 障害者総合支援給付費等審査支払事業 

 

● 5．審査支払事業の流れ 

市町村等から発行されている保険証を持つ被保険者が病気や怪我により病院等で治療を受けると、そ

の病院は診療内容や請求点数を記入した診療報酬明細書（レセプト）を本会に提出します。 

本会では、病院等から提出されたレセプトの内容が適正かどうかを審査した上で、診療報酬の額を確定

し、市町村等の保険者に診療報酬を請求します。 

保険者は、被保険者から納められた保険料により、本会に診療報酬を払い込みます。 

本会は病院等に診療報酬を支払います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

山梨県国民健康保険団
体連合会 

（市町村等） 
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● 6．Q＆A お仕事について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 7．Q＆A 福利厚生について 

 

 

 

 

● 8．本会が求める人材 

本会は、地方自治体などの「医療・保健・介護・福祉」の業務支援を専門的、総合的に行う機関の一

員として、新たな環境の変化に対応できる次のような人材を期待しています。 

 
 

１ 主体的に物事を捉え、目的に向けて自ら行動できる人 

２ 自ら課題提起し、既存の手法に捉われず課題解決に取り組む人 

３ 自分の意見を分かりやすく伝え、相手の意見を聴ける人 

４ 相手の意見や立場の違いを尊重し、理解できる人 

５ 何事も前向きに捉える事が出来る人 

 

 

 

Q１. 何をしている組織??      

A１. 主に国民健康保険の診療報酬の

審査支払業務を行っています。 

Q2. どんな業務があるの??     

A2. 国民健康保険や後期高齢者医療な

どの「診療報酬等の審査及び支払業

務」が基幹業務ですが、その他「介

護保険事業」「保健事業」等、幅広い

事業を行っています。 

Q3. 1 日の勤務時間は??       

A3. 8 時 30 分から 17 時 15 分（休

憩 12 時から 13 時）です。 

Q4. 知識がないけど大丈夫??     

A4. 仕事に必要な知識は、採用後の研

修や実践を通して習得できるの

で、採用時に特別な知識は必要あ

りません。 

Q5. 必要な資格は??         

A5. 特にありません。 

Q6. 転勤はあるの??         

A6. 国民健康保険団体連合会は、各都

道府県に設置されていますが、本

会は「山梨県国民健康保険団体連

合会」ですので、原則として全国転

勤はありません。 

Q7. 職場はどんな雰囲気??      

A7. 20 歳代から 60 歳代まで、幅広

い年齢の方が働いています。 

   長く働ける環境が整っている職場

です。 

Q8. 研修制度はあるの？?       

A8. 階級別（新採用や役職ごと等）、研

修を実施しています。 

Q9. どんな手当があるの？?       

A9. 地域手当、通勤手当、住居手当、

時間外勤務手当等があります。 
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● 9．勤務条件及び待遇 

① 職  種：事務職 

② 就業場所：〒400-8587 山梨県甲府市蓬沢 1-15-35 山梨県自治会館 ４階 

③ 初任給等：約 203,106 円（地域手当含む）≪本会規程による≫≪令和 6 年４月１日採用≫ 

      （支給要件に応じて、扶養手当・住居手当・通勤手当等が支給されます。） 

④ 昇  給：年 1 回 

⑤ 賞  与：年 2 回 

⑥ 勤務時間：午前 8時 30 分から午後 5時 15分まで（うち休憩時間は、12 時から 13 時まで） 

⑦ 休  日：完全週休 2 日制（土・日）、国民の祝日、年末年始（12/29 ～ 1/3） 

⑧ 休 暇 等：初年度年次有給休暇 15日（2年目から 20日を付与） 

       （その他、夏季休暇・男性職員の育児参加休暇等の特別休暇及び育児休業等の制度があります。） 

⑨ 社会保険：健康保険・共済年金・雇用保険・労災保険 

⑩ 福利厚生：定期健康診断、人間ドック、インフルエンザワクチン接種などの助成、職員専用駐車場あり。 

⑪ 研修制度：職員の育成のための、職制に応じた各種研修制度も充実しています。 

 

● 10．本会概要 

名     称：山梨県国民健康保険団体連合会 

所  在  地：山梨県甲府市蓬沢 1-15-35 山梨県自治会館 4階 

電    話：055-223-2111（代表） 

F    A    X：055-233-1204（代表） 

ホームページ：https://www.ymnkokuho.or.jp 

職  員  数：85 名（令和 6年 2月現在） 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県国民健康保険団体連合会は、ISO 27001の認証を取得しています。 

本会は、情報セキュリティに関する方針を定め、国際水準の安全性を確保する為、ISO 27001の規

格に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、セキュリティレベルの向上に取組ん

でおります。 

 

№I429-ISO/IEC 27001 

【山梨県自治会館】 

ホームページ見てね！ 

採用試験の情報は 7 月頃、

ＨＰに掲載する予定です。 


